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産業構造審議会 第11回グリーンイノベーションプロジェクト部会 

議事録 

 

◼ 日時：令和 5 年 5 月 24 日（水）10 時 00 分～12時 00 分 

◼ 場所：経済産業省別館6階626・628＋オンライン（Webex） 

◼ 出席者：益部会長、栗原委員、関根委員、江川委員、大野委員、國部委員、玉城委員、   

渡辺委員 

◼ 議題： 

1. 取組の追加・拡充を想定するプロジェクトについて 

2. 成果最大化に向けた基本方針の改定について 

3. ＥＢＰＭの推進について 

4. その他 

◼ 議事録： 

○益部会長  皆さんおはようございます。定刻になりましたので、ただいまより、産業

構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会の第11回会合を開催いたします。 

 本日は、オンラインの開催、正確にはハイブリッドですが、私、今日、経産省の別館に

います。この会議初めて、経産省別館からやらせていただいております。オンラインで参

加の方もおります。 

 全体の委員の出欠でございますが、対面、オンライン合わせて８名全員の御出席となり

ます。そのうち、江川委員、大野委員、國部委員、玉城委員及び渡辺委員はオンラインの

出席でございます。 

 それでは、議事に入る前に、本部会の議事の運営について事務局から説明をお願いしま

す。 

○笠井室長  事務局でございます。本日の会議につきましては、終了まで、YouTubeに

よる同時公開としております。また、会議資料や会議終了後の議事概要につきましても経

済産業省のホームページに掲載する予定にしてございます。 

 以上でございます。 

○益部会長  それでは、本日の議題に入らせていただきます。事務局より、資料２の

「グリーンイノベーション基金事業の今後の取組の方向性等について」に基づき説明をお
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願いいたします。 

○笠井室長  それでは、資料２を御覧いただければと思います。資料２、１枚おめくり

いただきまして、本日議題としては主に４つということになります。まず、１．のところ

ですけれども、「取組の追加・拡充を想定するプロジェクトについて」ということで御説

明をさせていただきます。 

 右下２ページを御覧いただければと思います。「グリーンイノベーション基金事業の現

状」ということで、まず１点目ですけれども、造成時に投じました２兆円につきましては、

既に19のプロジェクト、そのうち１プロジェクトは今後予算の額を決めて取組を進めてい

くということになっていますけれども、この19のプロジェクトで最大約１兆8,300億円の

拠出をすることが決定しているということでございます。 

 それから２つ目ですけれども、事業の進捗を勘案しまして、昨年度の補正予算で3,000

億円、今年度の当初予算で4,500億円強を上積みしまして、現状、基金全体の規模として

は２兆7,500億円程度になっているということでございます。 

 上記の追加財源をもちまして、今般実施中のプロジェクトにおける取組の追加・拡充を

進めていくということで考えてございます。その方向性について本日は御意見をいただけ

ればと考えております。 

 右下３ページですけれども、基金で実施すべきプロジェクトの選定に係る評価軸という

ことで、これは最初にこの基金を立ち上げる際に基本方針の御議論をいただく中で定めて

いただいた評価軸ということになりまして、３点。１点目は、ＣＯ2の削減効果・経済波

及効果の双方のこの基金事業のアウトカム目標への貢献ポテンシャルがある取組であるか

どうか。２点目は、技術的な困難度であるとか実用化の可能性など、政策的な支援の必要

性があるかどうか。つまりは、民間のみでやるには様々な障害があって、政策的なサポー

トプッシュを要しているかどうかということ。それから３つ目の評価軸として、技術・産

業分野の潜在的な市場成長性、国際競争力を有しているのかどうかと、こういった点から

見極めた上で取り組む分野というのを定めていきたいと、こういうことでお示しいただい

たということでございます。 

 右下４ページ以降は、この議論をした上で、どういった分野が対象になり得るのかとい

うことを少しこの部会の場で御議論いただいた際の資料を再度掲載しているということで

ございます。内容は割愛させていただきますけれども、こういった評価に基づきまして、

現行の19のプロジェクトというものをこれまで組成をし、進めてきたということでござい
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ます。 

 こういった中で、右下10ページを御覧いただければと思いますけれども、今後の革新的

技術の研究開発・社会実装に係る取組の方向性ということで、今後の方向性について、簡

単にですけれども、まとめさせていただいてございます。 

 特に３つ目の●のところからですけれども、これまでのカーボンニュートラルを目指し

た革新的な技術開発と社会実装の必要性というのはもちろん当然変わらないということで

すけれども、同時に、足元のウクライナ情勢等を考えますと、少数の資源国から供給され

る化石燃料や原料への依存を持つ、このリスクというのが改めて顕在化しているというこ

とになります。そういう意味では、この気候変動問題への対応ということのみならず、エ

ネルギー安全保障等の観点からも、供給元の限られる化石燃料や原料を代替する技術の必

要性というのが増大しているだろうということでございます。 

 また、加えまして、ＧＸに必要なエネルギーの脱炭素化、産業の構造転換の実現に向け

ては、省エネルギーの推進、それから再生可能エネルギーの普及、こういったことをまず

しっかり進めていく必要があるというのは間違いないことですけれども、同時に、より技

術的、それから、それを社会に実装していくという意味で難易度が高いと思われています

課題である熱源であるとか製造プロセス、それから原料の脱炭素化、こういったものに係

る革新的技術の重要性というのがさらに増してきているということだと思いますし、また、

この分野でリードすることが将来的な競争力の源泉になる可能性があると、このように考

えてございます。 

 こういった考え方も踏まえまして、これまで２年間の取組を振り返ると、こういった方

針に基づいた革新的技術への取組というのを進めてきたということですけれども、今後は、

今申し上げたような、より難しい課題にしっかりとチャレンジしていくというところ、そ

れから、成果が期待される取組に対してしっかりと加速化や拡充を行うことで早期の社会

実装につなげていくというところにも注力してまいりたいと考えてございます。 

 もちろん、必要があって、新しい技術分野に取り組む必要があれば、これは新しいプロ

ジェクトということで立ち上げて取り組んでいくということも否定しているものではござ

いませんけれども、今やっているものをしっかりと成果につなげていくというところに資

源を注いでいきたいと考えてございます。 

 それから11ページ以降のところは、本日御説明する個々のプロジェクトを全体の流れの

中でどういった位置づけにあるものなのかというのをごく簡単に整理してみたというもの
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になります。 

 参考ということですけれども、例えば12ページを御覧いただきますと、これは本日御議

論いただきたいと思っておりますアンモニアのクラッキングの技術開発ということですけ

れども、この技術になぜ取り組む必要があると考えるかという意味で申し上げますと、こ

のアンモニアというのは、もちろんアンモニアとして、そもそも燃料として石炭に混ぜて

混焼していくといったようなことが考えられているわけですけれども、同時に船舶の燃料

として用いること、それから、従前から用いられている肥料として用いることに加えまし

て、水素を運んでくるためのキャリアとして活用していく、こういう方向性というのも議

論がなされているところでございます。皆様御案内のとおり、アンモニアについてはＮＨ

3ということで、この中に水素が含まれているということですので、これをクラッキング

をし、水素を分解し取り出すということで、この取り出した水素を製鉄の分野であるとか

燃料電池等々、こういった形で使っていく。そのためのキャリアとしてのアンモニアとい

う位置づけもあるだろうと考えてございます。 

 こういう全体のサプライチェーンの流れの中で、こういう水素を運んでくるためのキャ

リアとしてのアンモニアの役割を考えれば、ここのクラッキングのところの技術開発とい

うのがまだ抜けているのではないかということもありまして、今回ここにフォーカスをし

て取組を進めてはどうかということを考えてございます。 

 このように、各技術について全体の産業の仕組みの中でどういった意味を持っているの

かということ、それから、そこにしっかりとフォーカスができているのかできていないの

か、こういったところを考えながら取組を今後拡充、追加していく、さらに拡大していく

ということで進めてまいりたいと考えてございます。 

 その上で、14ページを御覧いただければと思います。本日取組の追加を想定するプロジ

ェクトについてということで、６つの取組を進めていくことについて御審議をいただきま

して御了解を頂戴したいと考えてございます。 

 １点目が、浮体式の洋上風力における風車と浮体等のインテグレーションに係る共通基

盤の開発ということでございます。この洋上風力に関しましては、特に浮体式と言われる、

海の底に着床していない形の風車というものの使用が今後将来的に拡大していくであろう

と想定されておりますけれども、一方で、巨大な風車、これは大きいものですと、ブレー

ドの端から端まで300メートルぐらいあるということで、ある意味、１基当たり、東京タ

ワーが回っているぐらいのスケール感だと伺っております。そういう意味では、極めて巨
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大な構造物でありますし、またそれを海の上、さらには風が吹いているところに立てて、

しっかりと発電していこうという意味で言うと、極めて高い設計技術を要すると伺ってお

ります。 

 さらには、それを、今のやり方では風車と浮体というのがそれぞれ別個のものを連成し

て、そしてそれがちゃんと発電できるかということで解析を相当しながら一個一個つくっ

ていく、このような形で実装が進んでいこうとしていると伺っております。そういう意味

では、これをコストを下げて大量生産につなげていくという意味では、この風車と浮体を

一体的にデザインし、製造していくための手法というのを開発していかなければならない

だろうということで、ここに関わる技術開発というのを進めていく必要があるのではない

かというのが１点目になります。 

 それから２点目、ペロブスカイト型太陽電池の実証規模の拡大ということで、これは既

にこの基金のプロジェクトの中で、その技術開発、それから取組を進めているということ

になりますけれども、同時に、ここに書いてございますとおり、様々な国で取組が進んで

いるという状況の中で、今のスピード感で取り組んでいてはこの勝負に負けてしまうので

はないかということ、この危機感を持ってございます。 

 そういう意味では、量産技術開発のところをさらに進めていくということと同時に、ユ

ーザーと連携した施工方法の検証や性能評価を行う大規模なフィールド実証を従前より前

倒しをして、それから大規模に取り組むことで、この社会実装に向けた取組を加速させて

いきたいと考えてございます。そのための追加の資源というのを確保して取組を進めてい

きたいと考えてございます。 

 それから３点目、大規模水素輸送に係るアンモニアからの脱水素技術の開発・実証とい

うことでございます。これは先ほど申し上げましたとおり、水素を大量に運んでくるとい

う意味では、水素を液化するとか、それから、トルエンにくっつけて持ってくるというよ

うな形。これは別途技術開発、それから、実証が今進められているところですけれども、

これ以外の方法として、アンモニアを水素を運ぶためのキャリアとして活用するという方

法というのも、特に欧州等々で検討されて取組が進んでいると伺っております。 

 そういう意味では、様々な方式が取り組まれている中で、実際にどれが最終的に勝ち残

っていくのか、また、場合によっては用途によって使い分けられていくのかということが

あると思います。その中で、このアンモニアをキャリアとして使っていくという方向性も

我々としては検討しておく必要があるだろうと。その中で必要な技術があればこの際確立
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させておく必要があるということで、そういう点から、今回ここの取組を追加させていた

だきたいと、このように考えてございます。 

 それから４つ目、水素還元製鉄技術の実証規模の拡大ということで、これも既に取組を

進めている事業になります。その中で高炉を用いた水素還元の技術ということと、それか

ら、直接還元と言われます、これは鉄鉱石をペレット状のものにしまして、それに水素で

還元をして、さらにその還元された鉄を電炉等で溶かして精錬していくと、こういう高炉

とまた別のプロセスを経た製鉄技術ということになりますけれども、この２つの取組を主

に今進めているわけですけれども、これら、今の取組では少し規模の小さい実証機で取組

を行うということが計画されておるのですけれども、これをかなり実機に近い規模で実証

し、その機の中の様々な挙動をなるべく実際の規模のものに近いところで実証することで、

その後の解析等々含めた取組をなるべく前倒しできるようにしていきたいということであ

りまして、今の計画よりさらに実証の規模を大きくしまして、取組を前倒ししていくとい

うことを想定しまして、この追加の取組として規模の拡大をしていきたいと、このように

考えてございます。 

 ５つ目が混合プラスチックのリサイクル及び廃タイヤからの原料製造等に係る技術開発

ということで、これに限定しないということではありますけれども、特に混合プラスチッ

クと廃タイヤに関しましては、リサイクルとして原料に戻していくというところの技術開

発というのが今後必要になってくるのではないかと考えてございます。特に混合プラスチ

ックのところはなかなか混ざりものがあるということで、うまく原料としてのリサイクル

が難しい、今の段階ではできていないというような状況の中から、燃やしてしまう形での

リサイクルになってしまうという面があると伺っております。 

 ここのところをどうやって技術的に解消していくのかという取組が必要ではないかとい

うことでありますし、また、廃タイヤのほうも、中に含まれている炭素群、これを資源と

して循環させるところまで技術的に至っていないということでありましたので、ここをし

っかり確立させ、実装していくことによりまして、こういった資源をリサイクルしていく、

循環させていくという形の構造をつくっていくための技術の開発をさらに深めていきたい

ということでございます。 

 ６つ目が合成燃料に関する制御技術ということで、これも合成燃料の製造のプロジェク

トというのは現在も取組が進んでいますけれども、こちらも様々な社会的な構造というか、

産業構造と、それから需要家との関係の中で将来どれぐらい合成燃料が必要とされるのか
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というのが見えにくいという中で、投資、それから研究開発の取組というのがかなり長い

時間軸の中で進もうとしていたというのが現状だと思います。 

 一方で、足元の状況、それから海外の状況等を見ていきますと、この合成燃料に対する

需要というのは、特に将来的な航空機分野等含めまして一定程度やはり見込めるのではな

いかというような状況が見えてきている部分があると思います。そういう中で、諸外国も

含めまして、この実装に向けた取組というのがさらに加速していくというような状況があ

ると伺っております。そういう中で、我が国の取組もさらに早めていくということをやっ

ていかなければ競争に勝てないのではないかということも勘案しまして、取組を前倒しし

ていくための追加をしたい。特に基金の事業の終了後に取り組むとしていたような要素を

前倒しして、基金の期間中に取り組んでいくことで実装のタイミングをさらに早めていき

たいと、こういう取組で考えてございます。そういう意味での追加をしたいということで

考えていますし、この６つの点につきまして追加の取組として進めていくことにつきまし

て御審議を頂戴したいと思ってございます。 

 お手元のほうに、委員の皆様限りということで、各プロジェクトに関しての、先ほど御

紹介しました評価軸１、２、３とある中で、その評価軸で見たときに、各プロジェクトを

どう見ているのかということを少し記載させていただきました。正直に申し上げまして、

そのまま公表するものではないかなということで、資料としては非公開の扱いにさせてい

ただきたいと思ってございますけれども、この場での議論の際に、どういう評価軸に基づ

きまして我々としてこの６つの取組というものを進めていく必要があると考えているかと

いうことをこの中に表現させていただいております。これも御参照いただきながら御意見

頂戴できればと考えてございます。 

 最後に16ページのところは、各プロジェクト、これは今、19、１つは組成中ですけれど

も、進めておりますが、この各プロジェクトの組成の段階にあって、委員の皆様から頂戴

していた意見としましては、研究開発をするだけではなくて、それをどのように社会実装

していくのかという意味では、制度面含めてトータルでサポートしていく取組を進めてい

かなければならないのではないかという御指摘を頂戴しておりました。そういう意味で、

各プロジェクトを組成するに当たっては、その担当の課のところで必要な規制の改革であ

るとか、それから標準化であるとか、様々なシステムの整備、こういったものをどう進め

ていくのかというのを併せて計画として策定してもらっています。 

 今後はこの策定している取組、方向性というのを実現していくということも併せまして、
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我々の中でしっかり取組を進めていくということにしたいと思ってございます。これはワ

ーキンググループのモニタリングの際に各担当課からその取組の状況、進捗状況の説明を

求めるということにしてございますので、そういった形でフォローアップしながら技術開

発と、それから政策的・制度的な整備、こういったものを併せながら取組を進めてまいり

たいということで考えてございます。この点、御紹介ということであります。 

 一旦私からは以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。資料１の名簿の順番で、一人当たり３分程度を

目安に御発言いただければと思います。各委員の御発言を踏まえて改めて御意見があれば、

全ての委員からの御発言をいただいた後に挙手をお願いしたいと思います。併せて、質問

等のようなものについては終わってから適宜回答していただきたいと思います。 

 それでは、恐縮でございますが、指名させていただきます。江川委員、お願いできます

でしょうか。 

○江川委員  はい。江川でございます。成蹊学園の学園長をしております。今回からこ

の部会の委員に就任いたしました。 

 今、御説明いただきましたプロジェクトを今回加えるということに関しては、賛同いた

します。実は今回、この部会には初めて参加するのですけれども、この部会の下に３つワ

ーキンググループがあって、そのうちの一つのグリーン電力の普及促進分野ワーキンググ

ループの委員を３月まで務めておりました。そのときに、今、御説明があった１つ目と２

つ目、洋上風力、それからペロブスカイト型太陽電池に関していろいろ議論したので、そ

の経験に基づいて１つコメントさせていただきたいと思います。 

 浮体式の洋上風力発電というのは、ただいまの御説明にもあったように、島国である日

本にとってポテンシャルの大きい非常に重要な事業だと思います。ですから、こういう形

で政府がバックアップをして技術開発、要は産業を盛り立てていくというのはとても重要

なのですけれども、一方で、その方向に進んでいくということをしっかり政府が示すとい

うことも重要だと思っています。 

 例えばこの洋上風力の中の浮体式というのは技術的に難しいのではありますけれども、

アメリカもイギリスも明確な目標を定めています。例えばアメリカですと、2030年までに

洋上風力の目標が30ギガワットで、浮体式は15ギガワットということで、浮体式に関する

明確な目標を持っています。それで、ターゲットも35年です。英国に関しては、2030年の
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目標として、洋上風力50ギガワット、そのうち浮体式が５ギガワットということです。ほ

かの国は具体的に浮体式に関して明確な目標を定めて、民間の投資も呼び込むことができ

るような対応をしているのですが、日本の場合には、洋上風力に関して、2040年、30から

45ギガワットということが先ほど、今回の資料の16ページにも御説明ありますけれども、

一応目標を出しているのはいいのですけれども、浮体式に関しては全く目標がないという

ことと、それから、洋上風力そのものも2040年に30から45ギガワットということで、ほか

の国に比べると曖昧であったり、あるいはターゲットの年が10年ぐらい先であったりとい

う課題があります。こういうことだと民間がこの分野に投資していこうというのを呼び込

むのが難しくなりますし、今回の事業に参加している、技術開発をやっている会社も、例

えば株主から市場性があるのかと突っ込まれたときに自信を持って答えにくいということ

がございますので、ぜひこの目標をしっかり定めていただきたいということがお願いした

いことです。 

 以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。それでは、大野委員、お願いできますでしょうか。 

○大野委員  大野です。よろしくお願いします。 

 ご説明いただいたプロジェクトの組成の方向性に関しては、異存はございません。それ

ぞれ、大型化、価格化など、要請が明確になっていますし、我が国の産業ベースもあると

いうことでございますので、環境がどんどん変化している、その中で対応していくという

意味で極めて重要な案件が取り上げられたと理解しています。 

 その上でいくつかコメントいたします。成果の社会実装があって初めて、このグリーン

イノベーションプロジェクトの価値が出るわけでございますので、社会実装に向けてエコ

システムがこの背景にないといけないと思います。個々の規制緩和や制度整備などはワー

キンググループで、資料の16ページに示されていますように進んでいると理解しています。

一方でグリーンイノベーション基金全体として、今日ご説明の冒頭のところにありました

ようなエネルギー安全保障であったり、地政学的な変化によるサプライチェーンなどを俯

瞰した取組、あるいは取りまとめというのは現在不足しているのではないかと思います。

そういう意味で、今の江川先生のお話にもございましたけれども、国家的な数値目標を含

めた方向性、そして戦略的にエコシステムの形成に取り組むということは今回のグリーン

イノベーションプロジェクト全体の背景になければいけないと思います。これを何らかの

形で強調し、かつ、その取組を前に進めるということが重要だと思います。 
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 加えて、例えば今まだ十分に活用されていないエネルギー源もあります。ポテンシャル

があると考えられている分野があります。例えば地熱など、いよいよエネルギーが切迫し

た際のためには、グリーンという点も踏まえつつ、資源がどれだけ今あるのか、あるいは

カーボンニュートラルに対してどのぐらい貢献できるのかなどを可視化して備えておき、

必要性があれば、即座にプロジェクトに移行できる形に備えておくということが必要だと

思います。そういう意味で、全体の戦略性が必要で、戦略性の中には、細かいところにな

りますけれども、政府調達ということも明示的に示しておくことが皆様の背中を押すこと

になろうかと思いますので、よろしくお願いします。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

○益部会長  どうもありがとうございます。次に國部委員、お願いできますでしょうか。 

○國部委員  まず、以前も申し上げましたが、令和４年度の補正予算と令和５年度の当

初予算で合計7,564億円を上積みいただいたというのは、カーボンニュートラルの実現に

向けて取り組んでいる民間企業にとって大変心強いと思います。まずは尽力いただいてい

る関係者の皆様に感謝を申し上げます。 

 今回、追加候補として挙げていただいた６件のプロジェクトはいずれもカーボンニュー

トラルの実現に向けて重要な技術であり、基金事業として進めていくことに賛同いたしま

す。その上で、２点、コメントというより質問になりますが、お話しいたします。 

 １点目は、基金事業としての全体観についてです。６件とも評価軸に照らして取り組む

べき案件であり、先ほど申し上げたとおり進めていくことに異存はありません。ただ、部

会においてプロジェクトの選定に関して議論する際には、我が国として、2030年度のＮＤ

Ｃ、さらには2050年のカーボンニュートラルを実現していく上で求められる必要な技術開

発に着手できているのかどうか、ほかに取り組むべき案件はないかという視点での検証も

必要です。今回、６件を候補とした検討過程について、なぜこの６件を選んだのか、ほか

に取り組むべき案件はないのか、そういった観点での検証について補足いただければと思

います。 

 ２点目は留保枠です。後段の議論になるのかもしれませんが、資料には3,000億円程度

を留保枠として確保するとされています。以前からこの部会で議論になっていますが、今

後新しく出てくる技術の開発に一定の留保枠は必要です。 

 留保枠の規模を考えるに際して、今回、7,564億円の予算が追加されましたが、今後も

必要に応じて予算が追加される前提で考えてよいのでしょうか。また、ＧＸ推進法が成立
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し、ＧＸ経済移行債を活用して10年で20兆円規模の資金がＧＸに向けた取組に投じられる

ことになっていますが、この枠組みとグリーンイノベーション基金の関係について教えて

いただければと思います。 

 以上でございます。 

○益部会長  ありがとうございます。質問の答えは最後にまとめてお願いいたします。 

 次、栗原委員、お願いいたします。 

○栗原委員  ありがとうございます。今回の６つの、分野なのかプロジェクトなのか分

かりませんけれども、追加されたことについては賛成いたします。これについては異論ご

ざいません。 

 これらの追加に伴ってですが、この６つが必要だということはいいのですけれども、全

体の中でのこの６つの優劣、同様な視点で考えたときに追加すべきものが他になかったの

かという説明は必要だと思います。今回、各プロジェクトについてそれぞれの評価軸でマ

ルがついたのはいいのですが、ほかにマルがつくプロジェクトがあるもあるのではないか

と思いますので、今後の方向性とも照らし見ていっていただきたいと思います。 

 それから、これらを追加することによって、既に採択されて始まっているプロジェクト

やその技術との関係で、例えば新しい選択肢が増えることによって既存のものを当初どお

り進めていっていいのかどうかを確認する必要があると思います。選択肢が増えるという

ことなのか、それとも、既存のプロジェクトが劣後してしまう可能性があるのかどうかと

いうところを、の追加に伴い点検していただきたいと思います。 

 それから３点目が、ほかの委員の方もおっしゃられましたけれども、効果のまとめをぜ

ひお願いしたいと思います。２兆円、今回追加されて２兆7,000億の基金になりましたけ

れども、これによるＣＯ2の排出、あるいは直接的・間接的な経済効果について、この後

の議論もあると思いますけれども、戦略的に進めており、これによって産業がより強くな

るということを示していくことが必要だと思いますので、まとめをぜひ見える化していた

だきたいと思います。 

 それから最後が、今回の追加プロジェクトの今後の社会実装をぜひワーキンググループ

や国のほうで見ていただきたいと思います。細かいのですが、例えば浮体式の洋上風力等

については、日本にこの浮体式洋上風力が設置されるような適地があるのかどうか、この

技術開発の実装が全て海外になってしまうのではないかという懸念もあります。日本の立

地に合った浮体式洋上風力というものが実現ためにどういう工夫が必要なのかも見ていっ
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ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。関根委員、お願いできますか。 

○関根委員  ありがとうございます。まずは、この６つについて今回新しく追加される

ということに対して、総論としては賛成です。以下、３点のコメントと、１つ、全体論と

してお話し申し上げたいと思います。 

 まず３つ、繰り返しいつも私が申し上げていることになりますが、留意する点としてお

願いしたいのは、やはり日本のエネルギーセキュリティの確保、それから国民の安全安心

の確保という点の視点をぜひお願いしたいと思っております。 

 これは例えば洋上風力、洋上においてＥＥＺ内といえど、外部からの何かの攻撃を受け

た場合に、ブラックアウトした場合に、それが主力電源として大規模な洋上風力を複数、

ＥＥＺ内に設置して、何かの事故があった場合に、直結して我々の国民生活のブラックア

ウトにつながるというリスクがございます。そういった点でもきちんとリスクをヘッジす

るようなことが肝心と思います。 

 また、アンモニアは、御存じのように、これまでも多くの事故で多くの尊い人命を失っ

てきた物質でもあり、非常に危険ではある。しかし、利便性も高く、うまく使うとすばら

しい物質でもあります。肥料の原料として、火薬の原料その他としていろいろなものとし

て使われてきているわけですが、これを安全安心な中でうまく使うということになります

と、やはりある程度熟練したプロフェッショナルな方がしっかり使っていくということが

肝要と思います。 

 ２つ目が横串です。６つのものを、今回流れを横串で示していただけたのは非常によか

ったと思います。これからも、この３つのワーキング並びにこの部会がしっかり音頭をと

って、多くのプロジェクト、横串を刺しながら連結性を持って進めていくことが肝要と思

います。 

 ３つ目は勝ち筋にあるかどうかという点です。場合によっては採択されても勇気ある撤

退をしていくということも、ムチで打つのではなく、よく頑張ったね、でも、やはりやめ

るのは賢明だということで勇気ある撤退をしていただくことをぜひ選択肢として考えてい

くことが重要と思います。 

 そういう点で言うと、最後に民間がやりたいからやるということでこういうプロジェク

トを組成するのではなく、やはり国としてやるべきだからやるということ、国際的な産業
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競争力の育成、それから国民の生活の質の向上と安全安心というのが大きなゴールだと思

いますので、この２つ、産業競争力の育成、国民の生活の質の向上と安全安心を担保でき

るような足りない技術というのをこれから埋めていくことが肝要と思います。 

 ありがとうございました。 

○益部会長  ありがとうございます。玉城委員、お願いできますか。 

 玉城先生、聞こえますか。 

 玉城先生、声が聞こえない。 

 では、接続していただくということで、渡辺委員、先にお願いできますでしょうか。 

○渡辺委員  はい。よろしくお願いいたします。 

 今回から参加します、東京大学経済学研究科及び公共政策大学院の渡辺と申します。よ

ろしくお願いいたします。政策やビジネス施策の効果測定を専門にしています。 

 今回のお話についてですけれども、これまでの経緯等きちんと細かいところを分かって

いるわけでもなく、まだ技術的な部分も全く無知ですので、賛成というのでいいのかなと

思うのですけれども、１点だけ、先ほどの國部委員と栗原委員のコメントと非常に近いの

ですけれども、私、非常に気になったのが、何でこの１から６の技術なのかということに

ついてです。 

 評価軸については示していただいていて、さらに事前説明の際のコメントに対して評価

軸に基づいてどのように評価されたのかという資料を今回追加で頂いたので、その点につ

いては非常に明確になって感謝しております。その評価軸に基づいて、この６つが重要だ

ということは説明されていると思うのですけれども、この６つ以外にどういう技術が潜在

的にあるのか、日本の産業界にポテンシャルとしてほかにはないのか。あるのだとしたら、

ある中からどうしてこの６つなのか。リストに入らなかったものというのはどういう基準

で入らなかったのかということを、やはり非常に巨額の資金を特定の業界に対して補助金

として交付するわけですから、その点がきちんと説明されるということが重要なのではな

いかなと思っています。 

 それからもう一点は、複数ある評価軸に基づいて今回６つだけがぼんと出てきているわ

けですけれども、ほかのものの中からこの６つが選ばれているということになるのであれ

ば、「どういう基準でこれらが選ばれている。そうすると、複数ある評価軸の中のうちど

ういう点、どの評価軸が相対的にどれぐらい大事なのか」というのを何らかの形でもう少

し見えるようにする必要があると考えます。もちろん、対外的に全部を公表できないとい
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うことなのかもしれませんけれども、少なくともどういう基準でその評価軸自体の相対的

な重要性がどのように整理されているのか、それに基づきこの６つが選ばれたが、ほかの

リストされなかったものはどのような基準で落ちているのか、そこが明確になっている必

要がある、そこの部分の説明というのが非常に重要かなと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

○益部会長  ありがとうございます。玉城委員、つながっていますか。 

 玉城委員、フリーズしてしまったそうで、もう一回再接続して、後で御発言いただきま

す。 

 それでは、まずは、御質問等がございますので、笠井室長より回答いただけますか。 

○笠井室長  はい。それでは、事務局より御回答できる点を申し上げたいと思います。 

 まず最初に江川委員から、洋上風力のところ、この導入に向けた目標であるとか時期、

こういったものをより明確化していく必要があるのではないかという御指摘がございまし

た。この点は、先ほど委員もおっしゃられたとおり、ワーキンググループのほうでこの洋

上風力の取組状況をモニタリングする中で、担当の課・室のほうから、今後、この洋上風

力のところ、しっかりと目標を定めていきたいということで、今の段階で具体的なところ

を申し上げる段階にはないということでしたけれども、御指摘のような点を世の中に対し

てしっかり説明できるように取り組んでまいりたいというような方向性を示されておった

かと思います。引き続き、この御指摘の点を踏まえて議論を進めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 それから２点目、大野委員からいただきました、社会実装に関して、特にエコシステム

が背景に必要ではないかということ、こういった視点、取組の方向性を示していく必要が

あるのではないかという御指摘を頂戴しております。まさにおっしゃるとおりでございま

して、特にこの基金のみで何かカーボンニュートラルの目標というのが達成されるわけで

はないという中で、より大きく、これは國部委員からも頂戴しましたけれども、ＧＸの基

本方針ということで、大きな方向性、ＧＸに向けた取組の方向性、これは政府全体でまと

めておりまして、この国会に関連の法案も出して、今、一つの法律については成立してお

りまして、またもう一方については審議中という状況になってございます。 

 後ほど少しこの次のところで御説明申し上げたいと思いますけれども、こういったＧＸ

という大きな取組の中でしっかりと将来的なカーボンニュートラルに向けて取組を進めて

いく。その中の特に革新的な技術の開発と実装というところはこのグリーンイノベーショ
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ン基金で担っていく、こういう関係性の中でしっかり取り組んでまいりたいと、このよう

に考えてございます。 

 それから、國部委員からいただいたところでございます。あと２点御質問を頂戴したか

と思います。１つ目、これは各委員から共通でいただいた視点でございますけれども、特

にこの６つは分かったとして、そのほかのところはどうなっているのかと、このような御

指摘の点あったかと思います。 

 これにつきましては、まさに我々の中で議論する際には、この６つ以外にもより多くの

技術、取組が候補になっておったというところでございます。その中で、我々議論する中

で、先ほど、評価軸のような観点、いろいろ議論していく中で、まだ十分に議論が尽くさ

れていないのではないか、検討が尽くされていないのではないかということで、現状、こ

の基金の取組に乗せることは難しいという判断をした方向性もございます。これについて

は、今後さらに我々の中で議論しまして、先ほどの評価軸の中のような競争力という観点

で、今後しっかりと勝ち抜いていけるような要素が我が国の中にあるのかどうかとか、そ

れを実装していくその技術が全体の中でしっかりと我が国の仕組みの中ではまっていく技

術要素になり得るのかどうかということ、こういった点も踏まえてさらに議論を深めてい

く中で追加の取組としていく可能性はあると考えてございます。 

 一方で、幾つかまだ本来的にはポテンシャルがあるだろうと我々も思いながら、我々の

ところで議論ができていない要素というのもあると思ってございます。個別にこれという

のはなかなか申し上げるのは難しいのですが、最初に大野委員がおっしゃられたようなと

ころも含めまして、本来的にはポテンシャルがある。ただ、今の段階でその取組の方向性

というのがまだ見えてきていないので、この事案の俎上に乗っていないという取組がある

のも事実でございます。この辺はさらに我々の中でまた検討を深めてまいりたいというこ

とでございます。 

 それから、留保枠のところ、この際御説明申し上げられればと思うのですが、もし可能

であれば資料３を投影してもらえればと思いますが、先ほど國部委員から御指摘ありまし

たとおり、7,500億円ほど追加してございます。この中で、少し申し上げた点ですけれど

も、3,000億円分については昨年度の補正予算ということで頂戴しておりまして、補正予

算という性質、それから、まさにその補正予算の事由としては、現下のウクライナ情勢等

含めたエネルギーの安全保障、こういったものを考えると、それを確保していくような取

組というのは早く進めなければならないということでいただいたお金ということでありま
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す。 

 ここはなるべく早期に執行していく必要があると思いますし、また、今回の追加の取組

６つについてもそういった観点から選ばれた要素という部分もございます。そういう意味

で、この3,000億については留保に入れるというのは少し性質的には合わないかなと考え

ておりますが、一方で、今年度の当初予算でいただいている4,500億円分につきましては、

これはまさにこのお金をどれほど積む必要があるのかという議論をする際に、必ずしも足

元ですぐに消費するということだけではなくて、将来、様々な取組が必要になっていく中

で、一定程度留保しながら、必要な取組に充てていくということも含めてこのお金を上積

みしているという要素がございます。そういう意味で、この4,500億円については、半分

ぐらいは少なくとも、今回の取組ではなく、留保ということでリザーブしておくというこ

とでよろしいのではないかと思っているということでございます。 

 それに加えまして、これまで1,000億ほど留保にまだ残しているお金がございます。こ

れら合わせますと、少なくとも3,000億程度はまだ留保ということで、今後の追加的な取

組が必要になった際に充てていく資源というふうに整理したいと考えてございます。実際

に今回の６つの取組を進めていく中で本当に必要な金額というのを足し上げていくと、も

う少し、もしかするとこの留保枠の金額が大きくなるということがあるかもしれませんけ

れども、そういった形で整理をさせていただければと考えてございます。 

 それから、栗原委員からいただいた他のプロジェクトとの関係性というところ、この辺

もしっかりと、先ほどのアンモニアの取組ではないですけれども、一つの取組を進めてい

く中で、仮にほかの技術を代替するような状況になっていけば、そういう状況を踏まえた

議論、取組どうしていくのか、中止するのか、縮小するのかも含めて検討していくという

ことだと考えてございます。 

 それから、関根委員からいただいた点、毎回、この点、肝に銘じながらと思ってござい

ます。特に今回の取組については、エネルギーの安全保障とか、それから国民生活の安心

安全という観点からもこれは進めていかないといけない取組というところも踏まえて検討

しているところでございます。 

 いずれにしましても、こういった点がまさに政策的に進めなければいけない、まさにそ

ういう理由そのものでありますので、しっかりと意識をして進めてまいりたいと思います

し、また、この横串のところ、これはなかなかお示しし切れていないところでもあります

し、それを網羅的に表現するのが難しい部分であるというのがなかなか悩ましいところで
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はあるのですが、いずれにしても、こういう個々のプロジェクト、縦割りではなくて、全

体のつながり、上流から下流までのつながり、こういったものを意識しながら、どこにそ

の資源を張っていかなければならないか、こういうことをしっかりと検討しながら進めて

まいりたいと考えてございます。 

 渡辺委員からいただきました点、これは我々、この基金でこのお金をなぜここに張って

いくのかというまさに根源的な問いでございます。先ほど申し上げましたとおり、様々な

可能性がある中で、正直、全てを捉えて議論し切れているわけではないところがあるとい

うのは正直なところでございます。そういう中でまだ我々がリーチできていないような可

能性とかポテンシャルというところをしっかりと、先ほども申し上げましたとおり、俎上

に乗せられるようにしてまいりたいと思います。 

 今我々として、この６つの取組なりこれまで進めてきた取組というのは、日本の国内に

おける技術の状況であるとか、それから将来的なポテンシャル、こういったものを見たと

きに、一定の実現可能性を我々として評価できたところを順次実施しているという面がご

ざいます。そういう意味では、そこがまだ評価し切れていないのだけれどもポテンシャル

あるところ、これをどう拾っていくのか、またそれをしっかり立てつけていくのかという

ところは今後の課題かなと考えてございます。 

 すみません。長くなりましたが、以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。 

 玉城委員、もしつながりましたら、御意見お願いできますでしょうか。 

○玉城委員  大変失礼しました。音声のみで恐縮ですけれども、やっとつながりました

ので、手短に意見を述べたいと思います。 

 今回、メインでお話しされている新たな想定プロジェクトについてなのですけれども、

ぜひ、そもそも実施する予定だった次世代デジタルインフラの構築であったり、これから

ＩｏＴ先進プラットフォーム構築であったり、そういった面で、少しＩＴの部分にもフォ

ーカスして投資を検討していってほしいなと思います。というのも、新たなエネルギーを

つくるというところももちろん大切なのですけれども、早急な成果が求められるというの

も現状だと思います。そういう意味で、既存技術をさらに効率的に制御・管理することに

よって、エネルギー効率向上とかそういったところを考えると、ＩＴ、ＩｏＴの部分もぜ

ひ注目して、かつ、そういったところの新規の技術を生み出すというところでも、実際に

ＡＩであったりＩｏＴが評価に関しても使われているかどうかというところにもぜひフォ
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ーカス当ててほしいなと思います。 

 ありがとうございます。以上です。 

○益部会長  ありがとうございました。 

 今、一通り委員の方から御意見をいただいて、笠井室長からも回答いただきましたが、

追加でコメント、御質問ございますでしょうか。 

○國部委員  國部ですけれども、よろしいですか。 

○益部会長  はい。お願いします。 

○國部委員  笠井室長、御回答ありがとうございました。２つあります。１つは、2050

年カーボンニュートラルへ向けて進めていくときに、笠井室長の発言の中に、案件として

上がってきたが、まだこの基金の対象とするほど議論が詰まっていない、あるいは、潜在

的にポテンシャルがある分野だがまだそこまで詰まっていない、グリーンイノベーション

プロジェクト部会での議論の俎上に乗るまで来ていない、という分野がありました。そう

いった、ポテンシャルがあるけれどもまだ手がつけられていない分野などについても、こ

の部会にて一度お示しいただいてはどうかと思います。 

 先ほど大野委員から地熱発電の話もありましたが、我が国としてカーボンニュートラル

へ向けて進めていくときに、「本来手をつけなければいけないがなかなか難しい分野」が

あるはずなので、そういったところもこの部会で議論しては如何かと。議論にならないか

もしれませんが、お示しいただいてはどうかと思う、というのが１点です。 

 それから２点目は、先ほど質問した件です。今回、ＧＸ推進法が成立し、大きな枠組み

ができました。グリーンイノベーション基金も同じ方向性で進めていくわけですが、ＧＸ

経済移行債が発行されて、20兆円規模の資金がこれから調達されていく中で、その何割か

はこのグリーンイノベーション基金に充当されると考えていいのかどうか、その辺につい

て追加でコメントをお願いできればと思います。 

 以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。笠井室長、お願いできますか。 

○笠井室長  ありがとうございます。まず１点目の点、まさに地熱という話がありまし

た。これは余り軽々に申し上げることではないのですが、私ども議論しているときも、ま

さに地熱みたいな話で、これは可能性としてはあるなという話はもちろん出ております。

その中で、何がということを具体的に申し上げることではないのですが、今の段階でまだ

このプロジェクト化をするというところまで至っていないということではあります。その
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背景は様々、おっしゃられたとおり、要素があると思っておりまして、これは地熱に限ら

ずですけれども、そういったものを今後どのように、場合によっては新しいプロジェクト

として組成していけるかどうかというのを検討していく必要があると考えてございます。 

 そういったものはこの部会で議論したらどうかという御提案ございまして、この点しっ

かりと検討させていただきたいと考えてございます。確かにおっしゃるとおり、必要な取

組であるような御指摘かなと思いました。 

 それから２点目、ＧＸ推進法のところ、これはまさに今、國部委員おっしゃられたとお

りでございまして、これは20兆円というお金をＧＸ移行債というものを発行しまして調達

していくと。このうちの一部、割合等は特に決まっていないわけですけれども、これをグ

リーンイノベーション基金の取組に充当していくということで取組を進めていきたいと考

えてございます。 

 実は今回追加しております7,500億円につきましては、このＧＸ移行債は将来発行して

いくということなので、まだ現状発行されていないわけですけれども、ここで手当てされ

るお金を充当するということを前提に、実はこの7,500億円というのが予算上措置されて

いるということになっておりまして、もう既に、我々、そういう意味では、ＧＸ推進法の

枠組みの中でこのＧＩ基金という取組も進んでいくという関係性になっているということ

でございます。また将来的には、追加的な支援が必要になれば、議論の中でそれが認めら

れればさらにＧＸ債をベースに上積みしていくことがあるということでございます。 

○益部会長  ありがとうございます。渡辺委員、手を挙げておられるのかな。どうぞ。 

○渡辺委員  １点だけ。今、國部委員がおっしゃった点に私も賛成です。１点だけとい

うのは、要は、やはり基本的に潜在的なもののリストみたいなものをきちんと持った上で、

笠井室長が御説明されたように、現時点でどこが詰まっていないのでこの技術ははまだ対

象ではないけれども、こういう点が詰まってきたので次はできるようになりますとか、そ

ういうことが明確になっているほうが全体のプロセスとしてはより透明性が高く望ましい

と思います。我々がここでいいと思います、悪いと思いますということを言う上でもその

方が議論しやすいと思いますので、可能かどうか分からないのですけれども、そういう方

向で考えていただけるとありがたいなと思います。 

 以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。ほかによろしいですか。 

 まだ御発言希望される方がいらっしゃるかもしれません。大変恐縮ですが、私からも一
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言だけ。 

 今日、大変様々な観点の御意見をいただいて、ありがとうございます。このグリーンイ

ノベーション基金も、2020年から始まって、実際にプロジェクトが動き始めて、各ワーキ

ンググループでも具体的などういう計画で進めるのかというのが始まって、さらに今回追

加の部分も必要だということでやっていると。そろそろ、実際どうやってどういう課題を

選ぶかということで評価軸というのが今日も議論になっていたのですが、もうプロジェク

ト動いていますので、今度は実際に動いている中での結果というのですか、進捗で、さら

にその進捗を見て、最初に一番出ていたと思うのですが、うまく芽が伸びそうなのか、少

しいろいろな様々な状況が変わってきたので、そのプロジェクトをどうするのかというこ

とも併せつつ、今日、國部委員、渡辺委員からもありましたけれども、ほかの潜在的なも

のも今また状況が変わってどうなっているのかというのを評価軸に照らし合わせて、進捗

管理ということの視点がこれから必要になるのではないかと思っているところです。 

 また、進捗をチェックするに当たっては、これは難しくて、世の中の動きが早いので、

速やかな判断が必要だという一方、やはり新しいことにチャレンジしているので、息の長

さというのも一方で必要だと。このバランスをどうとっていくのかがまたまた難しい、頭

痛いなと思っているところですが、皆様方にも、その両方の観点ですね。スピード、変化

の速い中での判断、あるいは確実に息の長さも必要だというところで、皆様方の御意見を

これからも頂戴したいと思います。 

 私からは以上です。 

 これにて自由討議を終了させていただきます。事務局から説明があった分野別資金配分

方針の変更、資料３の案のとおりでよろしいか、お諮りしたいと思います。御異議のある

方は、挙手いただくか御発言いただければと思います。いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 御異議がないようでございますので、分野別資金配分方針については案のとおり変更す

るということで進めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 

 それでは、議題１に関する質疑は以上で終了とし、続いて、事務局より資料２「グリー

ンイノベーション基金事業の今後の取組の方向性等について」に基づき説明をお願いしま

す。笠井室長、お願いします。 

○笠井室長  それでは、再度資料２の２．以降を御覧いただければと思います。「成果

最大化に向けた基本方針の改定について」ということでございます。 
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 １ページおめくりいただきまして18ページですけれども、先ほど少し話が出ましたけれ

ども、ＧＸ、グリーントランスフォーメーションを実現していくということで、今年の２

月にこのＧＸ実現に向けた基本方針というものが閣議決定されていまして、これを裏づけ

る法律としまして、今国会にＧＸ実現に向けた関連２法案を提出しているということでご

ざいます。そのうちＧＸ推進法につきましては既に成立いたしまして、今後施行されてい

くという状況になってございます。 

 特にこのＧＸ推進法の中で、この資料の18ページでいうと右側のオレンジ色のところで

ございますけれども、規定されております成長志向型のカーボンプライシング構想という

ことでありまして、その仕組みの中には、この下に列挙されておりますとおり、ＧＸ経済

移行債を発行した10年間で20兆円規模の先行投資支援ということに併せまして、成長志向

型のカーボンプライシングということで、排出量取引制度であるとか、それから有償オー

クション、賦課金の制度、こういったものを盛り込んだということでございます。 

 特にこのグリーンイノベーション基金に関しましては、このＧＸ経済移行債を財源とし

まして、必要であればこの基金に充当するという形で取組をさらに進めていくということ

が今後想定されているということでございます。 

 １ページおめくりいただきまして、この20兆円というお金、それから、そのお金をベー

スとして将来的に官民での150兆円の投資につなげていきたいということで、左側に政府

支援20兆円の規模ということでイメージが書かれています。ここに黄色いマーカーが引い

てありますとおり、20兆円の中には新しい技術の研究開発と社会実装という取組も想定さ

れているということであります。まさにここの部分は、一部はグリーンイノベーション基

金で引き受けをさせていただくということになるのではないかと考えてございます。もち

ろん、技術的には、短期の取組のものであれば、基金以外の仕組みでということもありま

すので、研究開発全てをこのＧＩ基金でということではないのですけれども、その一つの

受け皿としてこの基金の中で取り組んでいくということも想定されているということでご

ざいます。 

 それから20ページのところは、この基金、ＧＸ経済移行債、20兆円の活用に関する基本

条件ということで、これは一般的に公的な資源を投入する際に求められるような要件とい

うのを、ある意味、もう一度明確に書いたというところが大きいと思いますけれども、上

から、基本条件としまして４点設定してございます。１つ目が民間企業のみでは投資判断

が真に困難な事案を対象に支援したいということ。２点目は、産業競争力の強化と、それ
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から経済成長、排出削減のいずれにも貢献する取組について支援したいということ。３点

目は、単なる設備導入の補助だとか技術開発の補助とかいうことではなくて、それと併せ

て、企業の投資であるとか事業側の行動を変えていくような仕組みにつながる規制・制度

面と一体的に措置を講じるということ。単純にお金をつけるということだけではなくて、

制度的なものを含めて一体的に取組を進めていくのだということ。４つ目は、国内の人

的・物的投資拡大につながるものを対象としたいということにしておりまして、こういっ

た基本的な考え方をもとに、ＧＸ経済移行債による20兆円の様々な支援というのを進めて

いくと。その中にこのグリーンイノベーション基金も位置づけられているということでご

ざいますので、この４つの条件を満たした取組というのを今後しっかり進めていくという

ことになるわけですけれども、ここに書いてあることは、先ほど最初に評価軸３点御覧い

ただきましたけれども、そこに書いていることとほぼパラレルということだと考えており

ますので、大きくこの基金の性質が変わっていくということではないと考えております。 

 ただ、いずれにしましても、今こういった点を取りまとめておりますこともありまして、

このグリーンイノベーション基金の基本方針、運営方針の中にこのＧＸ経済移行債を活用

した支援の基本的な考え方を溶け込ましていく、埋め込んでいくことが必要であろうとい

うことで、今回、基本方針の変更をさせていただきたいと考えてございます。 

 右下23ページのところを御覧いただきまして、ここ、文字がたくさん書いてあります。

これを読み上げることは割愛させていただきたいと思いますけれども、いずれにしまして

も、この20兆円につきましては、先ほど申し上げたような４つの基本的な考え方をしっか

りと踏まえた上で、研究開発投資のところ、必要な取組についてはこの付近の中でしっか

りと取組をしていくのだということを書き込んでございます。 

 それから24ページのところ、ここも、先ほど４つの基本原則というのがありましたが、

こういったものを踏まえて支援対象の分野であるとか、資金配分の方針のところにもこう

いうのを反映させていきたいということで記載してございます。これがＧＸの基本方針と、

それからＧＸ経済移行債の発行を受けて、その資金をベースに取り組む際の基本的な考え

方ということで、このグリーンイノベーション基金の基本方針に対する変更点ということ

でございます。 

 それから25ページのところが、これは基金の効果的な執行に向けた取組ということでご

ざいます。これにつきましては、既にワーキンググループのところでその経営者の方の取

組の状況であるとか、それから、事業環境の変化を踏まえたプロジェクトのあり方につい
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ての意見交換というのを進めているわけですけれども、少し既に事例が出ていますけれど

も、競争が激しい中において取組中の事業を中止するというような事案も出てきています。

これについては、我々としてももちろんそこから得るべき反省点であるとか教訓というの

はたくさんあるとは思っておりますが、他方で、そういうことが起こり得るのだというこ

とだと思っておりますので、それを殊更否定する必要はないと思っておりますが、いずれ

にしても、そういうことが起こってくるということを前提として、しっかりと取組の状況

なり競争の状況を把握しておくことが必要だろうと考えてございます。 

 それから、３つ目の●のところですけれども、基金の取組というのは、もちろん取組を

サポートしたいわけですけれども、同時に、早期に自立をし実装していただくということ

が主目的ということもありますので、このところを踏まえた運営のあり方というのを改め

て明確にしておきたいということでございます。 

 主な取組として、下にありますとおり、ステージゲート審査ということで、これはＮＥ

ＤＯに設置されております技術・社会実装推進委員会というところで取組の状況を把握す

るということにしておりまして、このステージゲートの審査のタイミングで成果が不十分

と評価された場合には事業中止することがあるということ。それから、同時に、技術的に

はしっかり進んでいる、評価されないわけではない、一方で、他社との競争という観点で

見たときに、将来的な市場の獲得が見込めない場合もあるだろうということで、こういう

場合はプロジェクト継続の妥当性をしっかりと厳格に審議をし、これはＮＥＤＯの委員会

のほうでは必ずしも競争状況をもとに中止をするという判断はなかなか難しいと思います

し、そういう権能にはなっていないものですから、そこのところはしっかりとワーキング

グループのほう、我々のほうに報告をいただきまして、その上で、この取組をどう進めて

いくのかということを、事業者、それからワーキンググループ、それから経済産業省も含

めて議論させていただいた上で方向性をまとめていくのだと、こういうことを基本方針の

中にしっかりと書き込みをしたいと思っております。この取組自体は今までもそういう方

向性で進めていますけれども、この際改めて明記したいということでございます。 

 それから、ステージゲート審査を通過した後は、取組のステージが上がっていく、技術

的にも成熟度は上がっていくということになりますので、この補助率の適用については厳

格に確認していくことにしたいと思ってございます。これを27ページ、28ページのとおり、

文字として表現しまして、この基本方針の中に記載したいということでございます。 

 ちょっと文字のところは飛ばさせていただきまして、次に29ページ、これは３つ目の変
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更要素ということになります。インセンティブの設計ということで、この29ページにある

ような仕組みは、当初、この基金の設計の段階から導入しているものになります。もとも

との補助に加えて、最終的に事業の成果が出て、その成果を活用して社会実装に挑戦する

ということになれば、一定のインセンティブを後から差し上げることができる、こういう

仕組みを入れているということですけれども、この部会ほか含めまして、10年間という長

い期間の取組になっていて、その10年間の支援が確約されているということになってしま

うと、社会実装を早期に進めていくというインセンティブとちょっと反している部分があ

るではないかと、こういう御指摘、頂戴してございます。 

 そういう意味で、30ページのところですけれども、なるべく早くこの基金事業から卒業

いただいて社会実装を進めていただくというのが、これは事業者のほうから見ても、それ

から基金を運営しております我々のほうから見てもお互いにとって望ましいことであろう

ということでありますので、その望ましいことが実現したら、少し追加のインセンティブ

を差し上げられるようにしてはどうかということでございます。すごく単純に書けば、こ

のグラフにありますとおり、仮に３年間前倒しをして成果を出して終了したというような

ケースであれば、３年分未執行の予算が残るということでありますので、ここを少し原資

として活用するという意味でも、追加的なインセンティブを差し上げるということを、こ

れは可能なルールをつくっておきたいということでございます。 

 31ページのところにそれを概念として書き込んだということになります。これも基本方

針の中に溶け込ませておきたいと考えております。 

 それから最後、32ページ以降のところですけれども、これは４つ目の要素ということで

ありまして、研究開発成果の社会実装に向けた取組という意味で、周辺の様々な制度との

接合と連携というところを少し意識して取り組めないかと考えてございます。 

 １つ目が省エネ法の取組でありまして、この省エネ法の中には、大規模なエネルギー需

要家に対しては、そのエネルギーの消費の状況であるとか、それから将来的なエネルギー

使用の合理化、省エネに関する方向性、こういった取組について記載して国に報告いただ

くという制度があるということですけれども、この報告自体は国に対する報告ということ

でありまして、世の中に対して公表するものではないという扱いにはなっているわけです

けれども、ここのところについては、今回法改正も行いまして、企業の同意のもとにとい

うことですけれども、この国に対する定期的に報告する内容を開示していくというような、

これを推奨していくような仕組みができたということであります。 
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 こういった開示に取り組むということは、もちろん企業として省エネであるとか非化石

エネルギーへの転換という取組を世の中に対して公表することになりますので、自ら規律

づけをしていくということになりますし、同時に、そういうことであれば、その取組を進

めるためには、この基金事業における研究開発成果の社会実装を加速していくと、こうい

うことに対する意欲にもつながり得るのではないかと考えますので、ここの基金事業に参

画する企業におかれては、こういった開示の仕組みをうまく活用いただき、賛同いただき、

ぜひそういった開示に取り組んでいただきたいということで、その取組状況を我々として

はこのモニタリングにおいて確認していくということにさせていただければと思います。 

 明確にしておきたいのは、開示に賛同しなければならないとか、開示をしなければ何か

不利益があるというわけではないということでございます。あくまで自主的な取組ではあ

りますが、その取組を我々としてはぜひ慫慂したいと、このようなことでございます。 

 それから次のページ、これはＧＸリーグという取組を進めてございます。これについて

は企業の、これも自主的な参加ということですけれども、カーボンニュートラルに挑戦す

るということで、その中で自ら将来的な排出削減に関する取組であるとか、こういったも

のを公表していただいて取り組んでいただくという仕掛けになっているわけですけれども、

同じく、基金に参加する企業の方には、こういう取組に参画いただき、そこで取り組んで

いる状況というのをぜひ我々のモニタリングの際に報告いただきたいなと考えてございま

す。 

 考え方としては先ほどと同じでありまして、何か強制したいということではないのです

けれども、ただ、こういった取組を自主的に進めていると、それを世の中になるべく広く

知っていただくということが、ある意味、企業の評価につながると思いますし、その市場

であるとか、それから消費者からの期待を高めていくということだと思いますし、同時に、

それに応えるという意味で企業の取組をより加速させていくための規律づけなり動機づけ

になっていくということだと思っておりまして、こういった取組をぜひ基金に参画する企

業の方には積極的に参画いただきたいと考えているということでございます。 

 34ページのところで、少しそういう我々の思いというか期待を書き込ませていただきま

した。ぜひこういうところに賛同いただける企業を多く基金事業に取り組む事業には賛同

いただきたいということでございます。 

 すみません。ちょっと長くなりましたが、４点追加をしたいと考えてございます。以上

です。 
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○益部会長  ありがとうございます。それでは、今の基本方針の少し追加というのです

か、改定を含めた件について御意見をいただきたいと思います。お一人当たり２分程度を

目安に御発言いただければと思います。 

 それでは、江川委員からお願いできますでしょうか。 

○江川委員  どうもありがとうございます。今の御説明いただいた改定に関しては賛同

いたします。特にこういった新しい技術開発に関しては、トライアル＆エラーを前提にし

ていかなければいけません。シリコンバレーでは、フェールファーストと言って、できる

だけ早く失敗を顕在化させて次の取組につなげていくことが重要だと言われていますので、

政府の事業とか、政府のお金だからということで失敗を認めないというよりは、それをむ

しろどんどん次の取組につなげていくという考え方が重要だと思います。 

 それから、先ほど、前の議題に絡めて、國部委員、渡辺委員がおっしゃっていた、この

ＧＩ基金でサポートする技術をしっかりレビューしていくべきだという御意見に関して私

も賛同するのですけれども、社会全体でグリーントランスフォーメーションをしっかり進

めていくためには、民間の取組をいかにエンカレッジするかがとても大切だと思っていま

す。 

 当然いろいろな新しい技術が今後も出てきますし、その評価もどんどん変わってきます。

ですから、全てＧＸで、この基金でやるということは無理だと思いますので、そういう意

味で、社会全体でＧＸが進むように、いろんな働きかけを政府として考えていただきたい

と思います。国際会議、海外に行くたびに、海外企業に比べて日本の企業の取組が遅れて

いるということをとても感じています。ほかの国は2050年までもう待っていられなくて、

もっと早くネットゼロを達成しなければいけないという勢いでやっていますので、日本も

それに遅れないように、できるだけ目標を高く掲げるということを政府としては考えてい

ただければと思います。 

 以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。大野委員、お願いできますでしょうか。 

○大野委員  大野です。ありがとうございます。 

 基本方針の改定に関しては適切なものだと考えます。今回お示しいただいた中止事例は、

本基金が健全に遂行されているポジティブなメッセージとして受け止めたいと思います。

また、前から議論になり、お願いもしていました前倒し、早期のプロジェクトの終了に向

けたインセンティブ付与に関しても、これが実現する運びになったことはすばらしいと思
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います。利用例が早く出ることを期待したいと思います。 

 また、開示、ＧＸリーグ、これらの仕組みは極めて重要だと思います。後出しじゃんけ

んにならないように留意することを前提にこれらの仕組みを皆様に利用していただくこと

はとても重要な取組だと思います。 

 なお、2050年、あるいはさらに前倒しで様々な目標を実現するに当たっては、エコシス

テムが重要であります。先ほども申し上げましたが、その中で、ここに必ずしも明示的に

我々が議論していないと感じているのは人材育成でございます。人材の確保は必須となり

ます。どのような人材が必要になり、それをどう確保するのか、ダイナミックな変化をし

ている世界でありますけれども、だからこそ、人材に関する視点というのはより重要にな

るのだと思います。これは経産省だけでできることではないとは思いますけれども、国を

挙げた戦略性の高いエコシステムとして取組が必要だというところの大きな要素になるの

だと考えています。 

 私からは以上です。どうもありがとうございます。 

○益部会長  ありがとうございます。栗原委員、お願いできますでしょうか。 

○栗原委員  ありがとうございます。今回の方針の見直しに関して、目標の追加、中止

要件の明確化、早期の実現した場合のインセンティブ設計の具体化、それから４点目が省

エネ法ですとかＧＸリーグに対しての積極的な対応の確認、この４つについて追加すると

いうところについては、いずれも賛同いたしますので、ぜひ進めていただきたいと思いま

す。 

 その上で、３点質問ですけれども、１つ目は、インセンティブ設計で早期に実現すると

した場合のインセンティブは、今回、予算を追加して前倒しするプロジェクトに対しては

対象外であるということは、念のためですけれども、確認させていただきたい。 

 それから２点目に、もう既に笠井室長のほうがおっしゃいましたけれども、省エネ法で

すとかＧＸリーグについて、企業の姿勢を示すことは大変重要だと思いますけれども、義

務ではないということと、ＧＩ基金の効果が発現するのは必ずしも今ではなく将来的なも

のなので、時期が一致しないところがありますので、そういう意味での企業の姿勢を示す

ということでの確認にとどまるということについて、いま一度確認させていただきたい。 

 それから３点目が、中止について具体的な事例を示していただきましたけれども、教え

ていただきたいのですが、この事例は、採択したプロジェクトで早くもこういうものが出

てきたということなのか、一般的な中止案件ということで御紹介いただいたものなのかと
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いうことを確認させていただきたい。仮に採択したもので中止になった、なりつつあると

いうことだとすると、選んでからさほど時間が経っていないので、採択時の目線として学

ぶことがあるのではないかと思います。採択後の急激な環境変化や、早くも１～２年で汎

用製品が出てしまう業界など、何か採択のときの技術の見方も含めて学ぶことがあるのか、

質問兼コメントとさせていただきたいと思います。お願いいたします。 

○益部会長  ありがとうございます。國部委員、すみません、チェックミスで、順番が

変わってしまいました。國部委員、お願いします。申し訳ございません。 

○國部委員  先ほど笠井室長が御説明されたとおり、ＧＸ経済移行債で調達した資金の

一部がこのグリーンイノベーション基金の事業に充てられることなどから考えると、基金

事業の基本方針をＧＸ基本方針と整合的になるよう改定するのは自然だと思います。また、

成果を見込めなくなった事業の中止や、早期実用化を後押しする規定についても、これま

で実際に運用してきた内容を明文化するもので、基本方針の変更案には賛同いたします。 

 その上で１点だけ。運用に当たっては、既に技術開発に取り組んでいる事業者に対して

丁寧な説明をお願いしたいと思います。今回の変更によって、例えば技術の早期実用化に

向けたステージゲートの強化や補助事業の前倒し実施に係るインセンティブの導入、ある

いは、今、栗原委員からもありましたが、省エネ法に基づく情報開示やＧＸリーグでの活

動の推奨などが基本方針に追加されることになります。既に進行中のプロジェクトに参画

する事業者にとっては、いわば後出しで基本方針が変更されることになるため、事業者に

不利益が生じないよう丁寧に説明しながら運用いただきたいということです。 

 以上でございます。 

○益部会長  ありがとうございます。それでは、関根委員、お願いします。 

○関根委員  ありがとうございます。それでは、私のほうから３つ簡単に。 

 まず、グリーンイノベーション基金、これが補助事業として今動いていて、同じく経済

産業省内でトランジションファイナンスという枠組みが動いていて、こちら、ボンドとロ

ーンが動いております。それから、今度、これからＧＸ移行債という形で、言ってみれば

前借りの国債のＧＸバージョンのようなものが動いていくということになるわけですが、

この３つをどう併用して、どううまく使っていくかというのを考えていく必要があるやに

思います。すみ分けですね。ＴＲＬですみ分けるのか、社会的なニーズに基づいてある程

度カテゴライズしていくのか。 

 それから２つ目が、ステージゲートの審査というのがどういう形で行われているのかと
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いうのがちょっと分かりにくいなと思いました。これはやはり継続ありきで内輪で審査し

てしまうとやはりよろしくないなという気がいたしました。 

 最後に３つ目です。Ｇ７の今回の会議でも、化石資源からのエグジットということはや

はり明確にメッセージとして出たわけです。そうなると、カーボンニュートラル合成燃料

への全般的な移行、水素・アンモニアを含めて、そういうのは待ったなしになってきてい

ます。そうすると、やはり経済はほうっておいても動かないので、化石資源に対しては炭

素税をどんどん負荷を上げていくということが今後必要になるかと思いますが、一方で、

水素・アンモニアは、22ページで値差補償しますということを書いているのですけれども、

それ以外の合成燃料を含めた全般に対しても値差補償して、経済原理からいってのカーボ

ンニュートラルな世界に利用側がスムーズに移行できるような仕組みというのを特にＧＸ

リーグとうまくリンクさせて、ＧＸリーグに入っている皆さんはこういった形で値差補償

を受けられますみたいな制度を考えるのも面白いのかと思いました。 

 以上３点です。 

○益部会長  ありがとうございます。玉城委員、お願いできますでしょうか。 

○玉城委員  ありがとうございます。 

 今回の方針の見直し、中止要件案件、目標詳細化、インセンティブについて全て賛同い

たしております。先ほど大野委員からのお話にもありましたとおり、私も、人材育成につ

いてちょっとさらに追加が可能であれば、詳細化して、目標部分に例えば追記・追加して

いただければと思っております。長期的な視点で事業を推進していく、これから政府も支

援していく、それから民間投資に変換されていくということを考えると、一部の企業かも

しれませんけれども、政府資金対応のみに長けたというか、そのためだけに採用された人

材が資金投入が完了後にプロジェクトから離れてしまって、実際のプロジェクトがなかな

か進まないということも発生し得る事項です。 

 そういうことを考えると、将来的な広がりという意味で、ぜひ人材育成の部分も追記し

て、将来の人材にバトンタッチするという意味でも、政府の資金投入が終わった段階で民

間資金に変わった段階、そのときに引き継ぎがきちんとできる人材を育てていくという意

味でも、人材育成の部分、強く詳細化して追記することを希望いたします。 

 そのほか、話に挙がっている中止案件に関して、私も、比較的早い時期に、持続するの

か中止するのかというところの判断がこうやって明確に示されたことはとてもいい情報で

あるなと捉えております。 
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 以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。最後、渡辺委員、お願いできますか。 

○渡辺委員  私も、方針の変更には賛成です。２点コメントがあります。 

 １点目は、追記していただいている中の、目標のところですね。「民間のみでは投資判

断が真に困難」という表現があると思うのですけれども、どのような理由で民間のみでは

投資判断が真に困難と評価したのかというのが、個々の事業についてきちんと説明を書く

ことが重要ではないかなと思っています。 

 多分「民間では投資判断が真に困難」という場合の根拠って、割と都合よく作文するみ

たいなことがあると思うのですけれども、そういう意味ではなくて、不確実性が大き過ぎ

てリスクが取れないからなのか、情報が不足しているからなのか、金融市場が不完全とか、

金融機関が知見ないのできちんとポテンシャルを評価できないがゆえに資金が足らないの

か、いろんな理由が考えられると思うのですけれども、こういった考えられる理由のうち

のどういう理由で「民間だけでは投資判断ができないのか」ということをきちんと明確に

していく必要があると思います。 

なぜかというと、後ほどＥＢＰＭのところで申し上げますけれども、政策の評価、政策

インパクトの評価を考える際、もしこの政策がなかったらどうなっていたという反実仮想

の世界と実際の政策をやった後のアウトカムを比較することによって、この政策にどれぐ

らい意味があったかということを評価します。 

 そうすると、この政策がなかりせばどうなっているのかという反実仮想は、基本的には

民間のみだと投資判断が真に困難だったかというのがどういう理由で困難だったかによる

のだと思うのですね。それを考えると、なかりせばの反実仮想がどんなものだったかとい

うのは、どういう理由で民間だけでは投資判断が真に困難だったのかというのに非常に依

存することになると思います。なので、個々の事業について判断する際、それは新たに始

める場合もそうですし、ステージゲートの判断でもそうだと思いますが、その際常に、ど

うして民間ではできなくて、どういう理由で公的な資金でやらなければいけないのか、を

明記していただくようにするといいのかなと思います。 

 もう一点は極めて細かい点なのですけれども、そもそも今回ここのプロジェクトモニタ

リングや早期実現のためのインセンティブの仕組みについて非常に大変な調整があったの

だと思うのですけれども、このような仕組みをつくられたというのは大変すばらしいこと

だなと思っています。ここでちょっとだけ気になるのは、早くやるといいというようなイ



- 31 - 

 

ンセンティブをつけると、そもそも申請するときに実際にかかりそうな見込みよりもちょ

っと長めに申請するというようなインセンティブというのが出てくると思いますので、そ

こら辺は申請の際にきちんと審査していただいて、そういうことをするインセンティブと

いうのを断ち切るような仕組みで審査していただけるといいのかなと思いました。 

 私からは以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。それでは、いただいた御質問の部分について、笠

井室長から回答をお願いできますか。 

○笠井室長  事務局でございます。ありがとうございます。 

 江川委員からいただきましたフェールファーストだという点、まさに、失敗はもちろん

しなくて済めばベストですけれども、当然そうならないわけですので、そういうことがあ

るのだという前提で取組を進めてまいりたいと思っております。 

 それから、大野委員からいただきました、議論できていない点として人材育成と。これ

は玉城委員からも頂戴いたしました。まさにそこのところ、強く意識して取組を進めてい

く必要があると思っております。この目標の中にどのように書くのかとか、この基金事業

の中でそれをどう位置づけるのかというのは少し検討させていただければと思ってござい

ますけれども、いずれにしても、この基金事業、特に長い取組でありまして、カーボンニ

ュートラル2050年というところまで考えると、短期間ではなく、中長期の取組ということ

になってまいります。そういう意味で、人材育成の重要性というのは、この基金事業の中

でも我々としても意識して取組を進めてきているところでございます。これをもう少しし

っかりとお示しできるように検討してまいりたいと思います。 

 それから、栗原委員からいただいた御質問３点ということで、予算の追加で前倒しする

ことと、それから前倒しインセンティブの関係という意味で申し上げますと、予算を追加

して取組全体を前倒すということは、研究開発計画というか、取組の計画そのものを見直

すということになりますので、その見直した中身に基づいて、さらにその取組が前倒しさ

れていればもちろんインセンティブあるわけですけれども、決して、予算を追加して取組

を前倒しするからといってインセンティブが同時についてくるということではないという

ことでございます。 

 それから、省エネ法のところとＧＸのところ、これは國部委員からも頂戴しましたけれ

ども、何か後出しの義務づけということではないということで、これはそのように申し上

げたいと思います。あくまでこれは自主的な取組ということでありまして、それを我々と
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してはしっかり期待したいということでございます。 

 それから、特に中止の事例のところ、これは中止があるということ自体はポジティブ、

一方で、そういうことが出てきた中から教訓もあるのではないかということだと思います。

まさにおっしゃるとおりでございまして、個々の取組を選んでいく中で、しっかりとその

競争状況の把握をして、我々としても選定していかなければいけないということだと思っ

ております。そこの仕組みなり、我々としての情報収集のところなりというのも、もう一

段取組をアップデートできないか、強化できないかと考えてございます。 

 いずれにしても、中止になったのは、全体のプロジェクトの中の一部分ということにな

ります。そういう意味では、全体の取組としては、そこの部分を代替する技術を用いるこ

とで引き続き進めていくということになっているわけですけれども、一部分についてはも

う競争力がないと判断せざるを得なかったと、こういう事例でございます。 

 それから、國部委員からいただいたところにつきまして、これは先ほど申し上げたとお

りでございます。いずれも我々としてはしっかりと説明をしてまいりたいと考えてござい

ます。特にステージゲートのところの運用とかインセンティブのほうは少しプラスの方向

ですのでポジティブかもしれませんが、ステージゲートのところなどに関しては、当然採

択をする際に事業者さんのほうとは、このような取組を進めていくのだということで、も

ちろん理解を得てやっているわけですけれども、これは改めてもう一度しっかりと認識を

確認したいと考えてございます。 

 それから、関根委員から、ＧＩのところ、これはトランジションファイナンスであると

か、それから、ＧＸ移行債の取組含めて並行で進めていく、すみ分けが重要だという御指

摘いただきまして、これはまさに今後しっかり検討していくということになると思います。

そういう体制も新たにしっかりと組みまして、どういったものをそれぞれの施策の中に対

象にしていくのかというようなところも含めて整理した上で実施していくと、このように

なると思ってございます。しっかりと検討してまいりたいということでございます。 

 それから、ステージゲート審査のところ、これも内輪になってはよくないと。おっしゃ

るとおりでございます。まさにそのとおりで、留意したいと思います。 

 あとそれから、化石燃料のところ、Ｇ７のところの話も頂戴いたしました。これと、水

素・アンモニアのところですね。将来的には化石燃料を代替していかなければいけない、

そういう意味で、水素・アンモニアに対しては値差補填をしながら将来的な普及に向けて

サポートしていくと、こういうことになっているわけですけれども、ここの支援と、先ほ
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どおっしゃられたＧＸリーグとのリンクの考え方とかこういったところは、そういう概念、

方向性というのも検討の方向性の中にはあるようでありますので、そういったところを今

後さらに具体化していくということなのかなと思ってございます。私、担当外れまして勝

手なこと申し上げられないこともありますが、いろいろ検討していきたいということでご

ざいます。 

 それから、最後、渡辺委員からいただいたところにつきましては、これはまさにおっし

ゃるとおりで難しいところですが、お配りをした資料の中にまさにそういうところを意識

して少し整理しているところでございます。特に民間での投資が困難と。一般的には、先

ほどおっしゃられたとおり、極めて不確実性が高いとか、情報が不足していて、要すれば

リターンが考えられないので、計算できないので投資ができないということとか、併せま

して、市場はどうしても、経済合理性のみならず、エネルギーの安全保障であるとか、そ

ういった政策的な意図によってつくられていくという市場の性質を帯びているものもある

と思います。こういったものが基本的にはなかなか民間での投資が難しい要素になり得る

ということだと思いますので、そういうところを、個々の取組が本当にそういうものに該

当するのかどうかというところをしっかり評価をしながら進めていきたいと考えてござい

ます。 

 最後に、申請するときになるべく長めに期間申請するのではないかというお話、これは

まさに我々もこの仕組みをつくるときにそういう議論がありまして、正直、これを排除す

るという意味では、おっしゃるとおり、しっかりとその取組の中身というところをほかの

ものと比較しながら、これは必要以上に長く期間を取っているということであれば適正な

期間に取り組んでいただくということをしっかり審査の中でやってまいりたいと考えてご

ざいます。 

 以上です。 

○益部会長  どうもありがとうございます。まだ御発言を希望される方いらっしゃるか

もしれませんが、ここで、私、最後に一言だけ述べさせていただきたいと思います。 

 御賛同をいただきまして大変ありがとうございます。私からは１つだけ。ステージゲー

トで審査するときにぜひ我々が考えないといけないのが、ＧＩ基金のこの部会で議論する

ことと、ワーキンググループで議論することと、実際にＮＥＤＯにおりて、ＮＥＤＯで推

進する人と評価する人が同じ視点で評価しないと事業者はたまったものではないというの

があるので、そこは我々、気をつけていかないといけないなというのをコメントさせてい
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ただきたいと思います。 

 それでは、事務局から説明のありました資料４のグリーンイノベーション基金事業の基

本方針の変更について、本日皆様からいただいた御意見を踏まえて、必要に応じて修正を

加えた上で経済産業省として最終的に決定することになります。いただいた御意見の反映

に関わる事務局との調整については、私に御一任いただけるとありがたいのですが、よろ

しいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。御異議がないようでございますので、本日皆様の意見をグリー

ンイノベーション基金事業の基本方針変更案に反映していただくよう、私が事務局と調整

させていただきたいと思います。 

 さて、議題２に関する質疑は以上で終了いたします。 

○笠井室長  資料２のところで、ＥＢＰＭ等の取組とございます。この点を。 

○益部会長  ＥＢＰＭの部分ですが、笠井室長から説明をお願いいたします。 

○笠井室長  失礼いたしました。それでは、同じく資料２の３のところ、４のところ、

併せて簡単に御説明できればと思います。 

 この基金事業、極めて大きな資源を投入して取り組んでいるということもありまして、

個々のプロジェクト、個々の技術開発の取組について、これはもちろん、この部会のもと、

それからワーキンググループ、それからＮＥＤＯの中の委員会という形で評価をし、それ

に基づいて、場合によっては取組を進めたり止めたりということでやっていくということ

ですけれども、それと併せまして、基金事業そのものをどう評価をし、必要な見直しなり

を進めていくのかということを含めまして、この基金事業のＥＢＰＭということで取組を

今検討しているところでございます。 

 36ページのところですけれども、最初にお示ししているのがいわゆるロジックモデルと

いうものの考え方にこの基金事業を当てはめてみたものということになります。左側から、

２兆円、今、2.7兆円ぐらいになっていますけれども、予算をインプットしまして、それ

を用いてどういうアクティビティを行い、その結果としてどういうアウトプットが出たの

かと。それが将来的に短期、中期、長期とどういう結果、アウトカムを導出しているのか

というところ。最終的にこの施策の目的であるインパクトに、ＣＯ2削減効果であるとか

経済波及効果というところにどういう影響を与えているのかと、こういうことを論理的な

つながりの中で流れを見ていく。その流れの途中で、それぞれどういう指標を見ながらそ
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の状況を把握していくのがよいのかということを整理したということでございます。 

 次のページを御覧いただきまして、37ページになりますけれども、それぞれ評価する指

標としまして、特にアウトカムを見ていくという意味では、アウトカムとしては国際的な

競争力がどうなっているのか、それから投資誘発額がどうなのか、それから成果の社会実

装が進んでいるのかということ。それから、経済波及効果どうなのかということ。これら

が主なアウトカムとして設定されているわけですけれども、これを基金事業の途中の段階

でどうやってはかっていったらいいのかというのが今後の課題ということでございます。 

 下の３つですね。投資誘発額であるとか成果の社会実装とか経済波及効果、ここのとこ

ろが、少し大胆に申し上げれば、今ある情報とか、それから追加的に事業者の方から出し

ていただく情報であるとか、こういったものを統合すると、ある程度追えるのかなという

感じがしているのですけれども、この国際競争力なるものをどう評価するのかというのが、

かなり曖昧なところがありまして、難しいなと考えております。 

 ここを含めまして、この先どういう指標でもって国際競争力なるものを我々として評価

していくのがよいのかというのをさらに検討深めたいと考えてございます。 

 38ページのところは、あくまでこれは一案ということであります。別にこれが全てでも

ないと思いますし、これ以外の方法もあればそれでも結構なのですけれども、例えばとい

うことで、ある技術分野において競合となり得る国との間で、技術的な公開情報等も含め、

どういった国が高い水準にあるのかということを捉えていくということですね。 

 この下にありますとおり、評価指標としましては、研究開発目標に関連した技術指標と

いうのをそれぞれの分野ごとにどういう指標を取っていったらいいのかというのを整理し

た上で、その指標の上位の国がどういったところなのかというところ、それから、日本が

どういう位置にあるのかというところを評価しまして、これを経年的に見ていくことで、

競争力というのが高まっているのか、それとも弱くなっているのかというところを見てい

くというのが一つの方法かなと思ってございます。 

 そういう意味で、評価指標のところは、その次、39ページですけれども、各プロジェク

ト、技術内容ごとにどういった指標を取っていくのがいいのかという、これは今後さらに

整理していく必要があるかなと思っております。多分、プロジェクトごと、技術ごとに見

るべきデータというのが違ってくると思いますし、また、取れる情報、取れない情報と、

こういったものが色々あるということでございますので、この辺を踏まえて、どういう情

報を持ってきて、それを経年的に観察しながら競争力の状況を把握していくのかというと
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ころ、これらをもう一段検討してまいりたいということですけれども、いずれにしまして

も、こういった状況を把握しながら、それを個々のプロジェクトの取組内容の変更なり見

直しに反映させるということもありますけれども、同時に、この基金事業そのものの進め

方とか、それから進捗を見ながら仕組み自体の見直しにつなげていく、こういった観点も

踏まえまして取り組んでいければということでございます。 

 まだ検討の緒についた部分というところもありまして、今後より具体化していかなけれ

ばならないというところでありますけれども、この基金事業自体も様々な形で評価をし、

見直しをかけていくということにしたいと思ってございます。 

 それから、41ページ以降のところ、これは人材育成との関係で我々として去年少し取り

組んでみた取組について御紹介できればと思います。若手有識者の研究会の開催というこ

とでありまして、この部会の委員の皆様にも御協力いただきまして、特に若手の20代、30

代の有識者の方、様々な、将来この分野で活躍が期待される方にお声がけしまして、この

基金で取り組んでいる事業、プロジェクトを題材に、それらの取組を今後どのように進め

ていくのがいいのか、どのような政策的な取組を進めていくのがいいのかということを議

論いただきました。その議論した結果をそれぞれ発表しまして、それぞれ意見交換を行っ

たということでございます。 

 取組の目的としては、このカーボンニュートラルと関連する分野において将来活躍され

るような若手の方を、発掘というとあれですけれども、こういった議論を通じてぜひ我々

としても様々な形で今後の関係性をつないでいきたいと思っておりますし、また、こうい

った若手の方にもこういう検討の機会を活用いただいて御知見を深めていただきたい、こ

ういうことでこういう取組を進めてみました。 

 これはあくまで一つの取組ということではありますけれども、こういったところから、

役所側とのネットワーク、それから、こういった若手の有識者同士のネットワーク、こう

いったものが少しずつ形成されているという面もあると思います。そういう意味では、こ

ういった取組をフォローアップしながら、ぜひいろんな形での横のつながり、連携という

ものも深めていければと考えてございます。 

 最後の点は御紹介ということですけれども、こんな取組もまた引き続き進められればと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○益部会長  ありがとうございます。 
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 それでは、質疑に移ります。手短にお願いできればと思います。また江川委員からで恐

縮ですが、よろしくお願いします。 

○江川委員  御説明どうもありがとうございます。 

 先ほどのＥＢＰＭの御説明のときに、国ごとの競争力をどのようにはかるかという話が

ございました。１つ御質問したいのは、国の政策ですので、国の競争力というのは重要な

観点だとは思うのですが、これだけグローバルになってきているときにどう考えるべきか。

例えば洋上風力にはいろいろな部品があって、それぞれ得意分野も国ごとに違ったりしま

すし、それから、日本人が興したベンチャーでも、市場でどれだけ早く成長できるかとか、

まさにエコシステムが整っているかということで、あえてシリコンバレーに行って起業す

るというような話もよく耳にします。そういうときに、国の競争力と、今の経済の実態と

いうか、イノベーションがまさに国を超えて起こっているという実態をどのように整合さ

せていくかに関して、お考えを聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。 

○益部会長  ありがとうございます。次、大野委員、お願いできますか。 

○大野委員  大野です。ありがとうございます。 

 ＥＢＰＭに関して、これからきちっとモニターしていくというのは非常に重要なことだ

と思います。特に優先度に関してこの部会が検討した評価軸が幾つかありますけれども、

そのうち時々刻々変わっていくものについては経時的なモニターをするということは必要

です。今回、特許や論文ということが挙げられています。それらは推移を見ることができ

ますので、ぜひやっていただきたい。その際に、論文や特許を出せばいいというだけでは

なくて、いかに活用されているか、論文でいえば被引用のインパクト、特許も被引用があ

りますし、様々な活用方法がありますので、それらも活用すべきだろうと思います。 

 もう一点は全体的なことですけれども、ＥＢＰＭとして、ポリシーメイキングだけに集

中するのではなく、ぜひ日本のカーボンニュートラルに向けた戦略や取組、考え方などが

グローバルな意味で戦略的に情報発信できる基礎としてそれらを使っていただければと思

います。欧州のタクソノミーや、その他基準が情報発信されていて、一方で、日本の情報

発信は弱い。これは実際日本の企業が遅れているという面と、日本全体が、情報発信が不

得手だという面の両面があるのではないかと思います。日本の取組、あるいはそのロジッ

ク、日本のイノベーションによる世界への貢献、それらを世界に発信していくベースにも

ぜひしていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 
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○益部会長  ありがとうございます。國部委員、お願いできますでしょうか。 

○國部委員  ありがとうございます。 

 グリーンイノベーション基金事業の成果を最大化するためには、やはりエビデンスに基

づいてプロジェクトの進捗状況を評価し、必要に応じて機動的に軌道修正していくことが

重要です。その観点で、ＥＢＰＭの推進は極めて意義のある取組と評価いたします。その

上で２点、コメントさせていただきます。 

 １点目、ＥＢＰＭの推進というのは意義のある取組である一方で、環境の変化が早く、

長期にわたるプロジェクトだけに難易度が高いと思います。確立された手法がない中で、

ある意味手探りで前に進むしかない面もあります。試行錯誤を重ねて推計方法の設計や成

功率、普及確率などのパラメータの置き方など、よりよいモデルの構築に向けて、ぜひ政

府としても挑戦していただければと思います。 

 なお、アウトカムの測定指標については、この部会でも、技術開発で勝ってビジネスで

負けるという失敗を繰り返してはならないという議論をたびたびしてきたことを踏まえま

すと、開発された技術が社会実装された際に期待される市場の規模や、当該市場での日本

のプレゼンスなど、ビジネスの大きさを意識した指標も加えてはどうかと考えます。 

 ２点目は、規制・制度の見直しの状況についてです。技術開発に関する事業者側の取組

に加えて、規制や国際標準化の動きも長期アウトカムに大きな影響を及ぼします。開発し

た技術を社会実装するに当たって、障害となり得る規制・制度の見直しの状況についても、

ぜひ中間目標を設定し、ＥＢＰＭの中で一体的に評価する仕組みとするほうがＥＢＰＭの

実効性が高まるのではないかと考えます。御検討方よろしくお願いします。 

 以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。栗原委員、お願いできますでしょうか。 

○栗原委員  １つ目にＥＢＰＭです。このような形でアウトカムを示していくことは、

この基金にとっても、存在意義を示すためにも重要ですし、何よりも日本の経済、産業に

とっても重要ですので、ぜひ進めていただきたいというか、やらなければいけない事柄だ

と思っています。 

 長期アウトカムについて、成果の社会実装の中でのＣＯ2の削減と経済波及効果という

２つの大きな軸については、各プロジェクトと全体の両方を示していただきたい。それを

分析する過程で、この全体のＥＢＰＭの考え方にも反映できる要素が大きいのではないか

な思います。 
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 それから、２点目に若手の研究会の開催の御紹介がありました。先ほど人材育成のコメ

ントがほかの委員からもありましたけれども、次世代の人材を継続的に育成していくとい

うのは本当に重要だと思いまして、この研究会の意義も深いと思います。企業においても、

今回採択された基金の事業がなくなったら、チームも人もいなくなってしまうことになら

ないようにという話がありましたけれども、私はなくならないと思っていまして、そうな

らないように、今回、企業の経営者にコミットメントを求めていて、それはこの基金の資

金を得るためだけに、かつ、ある一部の部で申請するのではなくて、企業戦略として経営

資源をちゃんと投入するというプロジェクトに位置づけて、経営者がコミットしてやって

いくプロジェクトなわけですから、そういう意味で、企業の中で人材育成は継続的になさ

れいくのだと思っています。 

 むしろ私は、希望としては、ＮＥＤＯに今回のプロジェクトの管理だけではなく、次の

こういった技術開発に伴走できるような人材を育成していただきたいと思いますので、こ

ういった若手研究会の中に、ちょっと入っていますが、参加していただき、こうした若手

の方をＮＥＤＯが人材として育成していただきたくことを希望いたします。 

○益部会長  ありがとうございます。関根委員、お願いします。 

○関根委員  ありがとうございます。ＥＢＰＭの考え方、大いに賛同いたします。その

中で、資料の中でランキングというのがあって、これだけは余りうなずけないところがご

ざいます。例えば日本は船舶が世界で３位です。自動車は４位です。航空機製造は５位で

す。それをもって、では日本の国力における産業競争力を表しているかというと、全くノ

ーです。船舶３位、自動車４位、航空機が５位というランキングと、我々が日頃感じてい

る国富を何から得ているかという感覚は全く違うと思います。そういった点から、ランキ

ングというのは、マーケットシェアとかどの企業が強いとか、そういうことをぼやかして

しまって、例えば上位３傑が強くて、４位は泡沫であっても、４位となってしまえば何か

上のほうにいるように見えますし、上位４か国が熾烈な争いをしている自動車みたいな領

域においては、４位であろうとすばらしい大きなマーケットを握っているということにな

りますし、順位というのはやはり非常によくないので、何か指標をそのまましっかり出し

ていただくのがいいと思います。 

 以上です。 

○益部会長  ありがとうございます。玉城委員、お願いできますか。 

○玉城委員  ありがとうございます。手短に失礼します。先ほど大野委員と國部委員か
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らもお話がありましたとおり、アウトカムの指標について、私からも意見を述べさせてく

ださい。 

 例えばアウトカムの国際競争力の研究開発項目数のところなのですが、技術指標だった

り特許数というところ、やはりこちら、活用されないというところで、活用数だったり、

あと、それによるマーケットへのインパクトといった、できるだけ定量的かつ計測しやす

い方法がいいとは思いますけれども、現在の項目自体がアウトカムではなくてアウトプッ

トになってしまっていないかというところをいま一度御確認の上、アウトカムの部分は一

体どこなのか、目標達成している部分、競争力が発揮されている部分のアウトカム項目の

見直しというところを実施していただきたいなと思います。 

 それから、若手有識者研究会の取組ですけれども、意見抽出というところだけではなく、

コミュニティ形成としてもぜひこれからも推進していただければと思います。また、この

研究会に限らず、ほかの研究会や委員会などとの交流もあると、年代を超えたコミュニテ

ィ形成と意思の形成というところでさらに成果が出るのではないかと思います。 

 以上になります。 

○益部会長  ありがとうございます。それでは最後、渡辺委員、お願いします。 

○渡辺委員  ありがとうございます。ＥＢＰＭについては２点コメントがございます。 

 １つ目はまず、個別の事業の実施分の評価について、ステージゲートの仕組みがあると

いうことは非常にいいことだなと思います。当然ながら、個別のプロジェクトは失敗した

り成功したり、不確実性も非常に高いと思いますので、ポートフォリオ全体としてのリタ

ーンを高めるというのが施策としては重要だと思いますので、よい取組ですし、今の基準

も、そのステージゲートの基準もよいものになっているのかなと思っています。 

 もう一点はロジックモデルと政策評価についてなのですけれども、機会あるたび様々な

ところで申し上げているのですけれども、ロジックモデルというのは政策効果の把握とい

う意味では非常にまぎらわしいものだなと思っています。何を申し上げたいかといいます

と、比較しなければいけないのは、この政策がなかった場合と実際のアウトカムを比較し

て初めてインパクトの評価が可能になるというのが標準的な政策評価であったりＥＢＰＭ

の考え方だと思います。 

 今の整理ですと、アウトカムをどうはかるという話はいろいろ書いてあるのですけれど

も、この政策がなかりせばどうなるというところの議論が欠落しています。とにかくやれ

ばアウトカムは何か計測することはできるのですね。そうすると、アウトカム全部が効果
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だというような話になってしまっているわけですけれども、それでは政策効果は分からな

い。もちろん、なかりせばの反実仮想について正確に知るということは難しいということ

は重々承知ではあります。 

 その上で、なぜこう申し上げているかというと、アウトカムだけ測って、それですごく

うまくいっているというのは、それは違うだろうと。一つの考え方の整理としては、もし

この政策がなかりせば何も起きなかったと考え反実仮想の結果は全部ゼロとしてそれと比

較するということであれば、実際のアウトカムで見えているもの全てが政策効果と言える

と思うのですけれども、当然ながら、それは効果の過大な計測になっているということだ

と思います。 

 ただ一方で、ではどうやってそんな反実仮想はかるのだという話があると思いますので、

そこのところはある程度方法をいろいろ試すということだと思うのです。その際に重要に

なるのがやはり、どうして民間だとできないのかという、先ほど２のところで述べた点に

返ってくるのですけれども、民間だけだったらできない、要は民間だけでもどこまででき

たかというのに比べて、こんな政策をやったがゆえにここまでできたというのが比較の対

象になるべきだと思いますので、なぜ民間だけだとできないのかというところの根拠、何

故そう考えるのか、なぜそういう判断をしたのかという理由を一個一個の審査について明

確に残しておく。それに基づいて評価の際に考慮するということが重要になるかと思いま

す。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

○益部会長  ありがとうございます。事務局から何かありますか。 

○笠井室長  ありがとうございます。御意見いただきまして、よく踏まえて取組を進め

たいと思います。 

 特に最後、渡辺委員からいただいた点についてはまさにそのとおりでありまして、ここ

は難しいポイントではあるものの、これをどう、ある意味、くくり出して、差分、政策に

よる効果というのはどこなのかというのを見出していくということをしっかり考えたいと

思います。また、おっしゃられたとおり、それを見出そうとすれば、どこまでが民間がで

きて、どこから先は公的なサポートがないとできなかったのかというところ、それを振り

返っていく評価軸のところに戻っていくのだと思います。そういった点も踏まえて、我々、

この基金の事業を進めるに当たって、まさになぜそういう支援をしていくのかと、する必

要があったのかというところもしっかりと整理をしていきたいと思ってございます。 
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 それから、先ほど関根委員おっしゃられた点もまさにそうだと思います。資料自体は、

例えばということでつくっている段階のものでありますので、あのとおりになるかどうか

というのはまた今後検討ですけれども、余り細かくし過ぎてもあれですが、逆に、単純化

し過ぎて、その単純化が余り適切でないとこれは実態を捉えないということだと思います

ので、この点、またさらに検討を深めていきたいなと思ってございます。 

 すみません。各委員からそれぞれ御指摘、貴重な意見を頂戴しました。全てお答えし切

れておりませんけれども、しっかりと反映させて進めてまいりたいと考えてございます。

ありがとうございます。 

○益部会長  ありがとうございます。ＥＢＰＭに従って各プロジェクト並びにこのＧＩ

基金全体の推進評価に役立てていくようにしたいと思います。 

 これにて、すみません、時間過ぎてしまいましたが、本日の議論を終了させていただき

ます。限られた時間ではありましたが、活発に御意見いただき、大変ありがとうございま

す。事務局においては、委員の皆様からいただいた御意見を踏まえ、効果的な事業運営に

努めていただくようお願い申し上げます。 

 最後に、事務局より連絡事項をお願いいたします。 

○笠井室長  本日も御議論を頂戴しましてありがとうございました。御議論いただきま

したグリーンイノベーション基金の分野別資金配分方針の変更、これはプロジェクトの追

加ということです。それから、留保枠の部分ですけれども、これにつきましては、今回い

ただいた意見も踏まえながら取組を進めていく、また変更していくということにしたいと

思ってございます。また、基本方針のところについては、いただいた御意見も踏まえなが

ら、基本的には今日御説明させていただいたような内容で変更したいと思ってございます

けれども、ちょっと詳細なところ、細かいところはまた座長と相談の上で最終的に完全に

セットさせていただきたいと考えてございます。 

 それで、次回の開催の日時及び方法につきましては、また改めて御連絡させていただけ

ればと思います。なるべく早めに時間確定いたしまして、またこういった形で活発に議論

いただけるように準備を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

○益部会長  ありがとうございました。 

 以上で、産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会第11回を閉会させて

いただきます。本日は大変ありがとうございました。 
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